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第 199 回

内装工事会社Ｕは、屋内の間仕切り工事

やブラインドの取り付け工事を主な受注業

務としている。特にブラインド工事につい

ては、大手業者の商品の施工工事を請け負

う県内唯一の業者で、その営業範囲は県内

全域から他県まで広範囲に及ぶ。

Ｕの代表取締役Ｉは、雇用している労働

者らとともに現場での作業に当たることが

多かったため、第一種特別加入被保険者（中

小事業主）として労災保険に加入していた。

３月初旬のある日。Ｉは午前６時 30 分

から出社し、労働者と一緒に資材ブライン

ドの積み込み作業に従事した後、その足で

作業現場に向かった。現地に到着して資材

の荷降ろし作業に取り掛かったところ、Ｉ

は突然その場に倒れ込んだ。

すぐさま病院に運ばれ、医師の診察を受

けたところ、脳内出血を発症していると診

断された。その後半年間にわたって入院し、

リハビリによる運動機能の回復に努めたも

のの、左半身に就労不可能なほどの麻痺が

残ることになった。

本件疾病の発症直前、Ｉは早朝から夜間

の長時間労働が常態化していた。直近６カ

月間の現場での作業時間は、平均して法定

労働時間を 80 時間以上も超過していた。

特に発症直前１カ月当たりの法定時間外労

働は、140 時間を超えるほどの極めて過重

なものだった。また休日は、発症直前の６

カ月間で、６日間の正月休みを含む８日分

しかとれなかった。なお、Ｉは痩せ型の体

形だが、特に持病などは抱えていない。

脳内出血の発症と長時間労働との因果関

係が認められ、本件疾病は業務上と認定さ

が

え
る



■	解説	■

《安全スタッフ》2015・7・15　　25

れた。Ｉの障害等級は２級と判定され、障

害補償年金などの支給を受けることとなっ

た。

労災保険は労働者の業務災害に対する

補償を本来の目的としているため、原則と

して中小企業の事業主や一人親方などは同

制度の対象とはならない。しかし、それら

の中でも、業務の実情や災害の発生状況に

照らして、実質的に労働基準法上の「労働

者」に準じて保護するにふさわしい者には、

労災保険の給付を受ける術が設けられてい

る。それが特別加入制度である。

特別加入したからといって、その者のあ

らゆる業務や作業が労災保険の給付の対象

となるわけではない。特別加入の申請時に

設定した、業務内容と所定労働時間の範囲

で補償されるのが原則である。

所定労働時間外に行う業務が原因の災害

については、基本的に給付の対象とはなら

ない。もっとも、所定時間外労働による業

務災害がすべて補償の対象外というわけで

はなく、「労働者の時間外労働に応じて就

業する場合」や「就業時間（時間外労働を

含む）に接続して行われる準備・後始末の

業務を特別加入者のみで行う場合」であれ

ば、「業務上」との認定を受けることも可

能となっている。

本事例において、脳内出血を発症するま

での直近６カ月間に特別加入者Ｉが業務に

従事していた時間は、かなりの長時間だっ

た。月平均の時間外労働は、労働者ととも

に現場での作業に従事していた時間だけで

も 80 時間を超え、Ｉが一人で業務に従事

していた時間を加えると 130 時間を超える

ほどである。

脳内出血をはじめとする脳血管疾患の発

症と、長時間労働との因果関係の有無は、

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に

よるものを除く）の認定基準について」（平

成 13 年 12 月 12 日基発第 1063 号）に従っ

て判断される。同基準によれば、「発症前

１カ月間におおむね 100 時間」または「発

症前２カ月間ないし６カ月間にわたって、

１カ月当たりおおむね 80 時間」を超える

時間外労働（１週当たり 40 時間を超えた

労働）が認められる場合には、「著しい疲

労の蓄積をもたらす特に過重な業務」に就

いていたとみなされ、業務と発症との関連

が強いと評価される。また休日のない連続

勤務が長く続いていた場合には、さらに関

連性が強く評価される。

このため、本事例では、特別加入者Ｉの

長時間にわたる就業と脳内出血の発症との

間に因果関係が認められた。また、Ｉの所

定時間外の業務についても、労災保険の補

償の範囲内であると認定している。しかし、

特別加入者の業務上外の認定については、

一般的な認識と異なる結論が出されること

も少なくない。特別加入が認められたから

といって労災保険による給付を過信したり

せず、日頃から健康管理に留意するのが望

ましいといえる。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　




